
�愛媛県条例第３６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づく処分により、愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１８年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

第１３条第１項第２号の表ア中「資本等の金額」を「資本金

等の額」に、「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又

は出資金の額」に改め、同表イからエまでの規定中「資本等

の金額」を「資本金等の額」に改める。

第１８条第１項第１号イ中「資本の金額若しくは出資金額」

を「資本金の額若しくは出資金の額」に、同項第３号中「、

生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める。

第１８条の２第１項中「、生命保険業及び損害保険業」を「

及び保険業」に改め、同項第１号イ中「資本等の金額」を「

資本金等の額」に改め、同条第３項中「、生命保険業及び損

害保険業」を「及び保険業」に改め、同条第４項中「資本の

金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め

、同項第１号イ中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改

める。

第２０条の３中「７９３円」を「８９８円」に改める。

第４７条第２項中「又は第１３条」及び「（法第１５０条第４項

本文の規定に該当するものを除く。）」を削る。

第７２条第１項中「営業開始の」を「事業開始の」に改め、

同項第１号中「営業を」を「事業を」に改め、同号エ中「営

業開始年月日」を「事業開始年月日」に改め、同項第２号中

「営業」を「事業」に改める。

第７８条第１項第５号中「営業所」を「事務所又は事業所の

」に改める。

附則第５条第１項中「３５万円を」を「３２万円を」に改める

。

附則第７条第１項中「利益の配当（」を「剰余金の配当（

以下この条において「剰余金の配当」という。）、同項に規

定する利益の配当（」に、「）、剰余金の分配」を「、同項

に規定する剰余金の分配（以下この条において「剰余金の分

配」という。）」に改め、同項第１号中「利益の配当」を「

剰余金の配当、利益の配当」に改める。

附則第１８条第１項及び第２項中「資本の金額若しくは出資

金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める。

附則第１９条の４中「平成１８年３月３１日」を「平成２０年３月

３１日」に改める。

附則第２０条の見出しを「（住宅の取得及び土地の取得に対

する不動産取得税の税率の特例）」に改め、同条中「平成１５

年４月１日から平成１８年３月３１日」を「平成１８年４月１日か

ら平成２１年３月３１日」に、「不動産の」を「住宅又は土地の

」に改める。

附則第２１条第１項中「第６７条の２第３項」を「第６７条の３

第３項」に改める。

附則第２２条第１項中「平成１５年７月１日」を「平成１８年７

月１日」に、「９６９円」を「１，０７４円」に改め、同条第２項

中「平成１５年７月１日」を「平成１８年７月１日」に、「４６１

円」を「５１１円」に改める。

附則第２３条第１項中「各年度分」を「年度分」に改め、同

項第１号及び第２号を次のように改める。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用

いる自動車で平成７年３月３１日までに初めて道路運送車

両法第７条第１項に規定する新規登録（以下この条にお

いて「新車新規登録」という。）を受けたもの 新車新

規登録を受けた日から起算して１４年を経過する日の属す

る年度

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車その他の前

号に掲げる自動車以外の自動車で平成９年３月３１日まで

に新車新規登録を受けたもの 新車新規登録を受けた日

から起算して１２年を経過する日の属する年度

附則第２３条第１項第３号から第５号までを削り、同条第２

項の表以外の部分を次のように改める。

電気自動車等及びエネルギーの使用の合理化に関する法

律（昭和５４年法律第４９号）第８０条第１号に規定するエネル

ギー消費効率（以下この条において「エネルギー消費効率

」という。）が同法第７８条第１項の規定により定められる

製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して令で

定めるエネルギー消費効率（以下この条において「基準エ

ネルギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得

た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が地方税法

施行規則で定める許容限度（以下この条において「平成１７

年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４分の１を超え

ないもので同省令で定めるものに対する第４３条第１項及び

第２項の規定の適用については、当該自動車が平成１８年４

月１日から平成１９年３月３１日までの間に新車新規登録を受
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けた場合にあつては平成１９年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間

に新車新規登録を受けた場合にあつては平成２０年度分の自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替

えるものとする。

附則第２３条第３項中「低燃費車でエネルギー消費効率が優

れたものとして令で定めるもの（第５項において「優良低燃

費車」という。）のうち、」を「電気自動車等及びエネルギ

ー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１０５を乗じ

て得た数値以上の自動車のうち」に、「、窒素酸化物排出許

容限度よりも厳しいものとして地方税法施行規則で定める許

容限度（第５項において「低窒素酸化物排出許容限度」とい

う。）」を「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」に、「自動

車で同省令」を「もので地方税法施行規則」に改め、「及び

電気自動車等」を削り、同条第４項の表以外の部分を次のよ

うに改める。

エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分

の１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超

えないもので地方税法施行規則で定めるもの（第２項の規

定の適用を受ける自動車を除く。）に対する第４３条第１項

及び第２項の規定の適用については、当該自動車が平成１８

年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に新車新規登録

を受けた場合にあつては平成１９年度分の自動車税に限り、

当該自動車が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

の間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成２０年度分

の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読

み替えるものとする。

附則第２３条第５項中「低燃費車のうち窒素酸化物の排出量

が低窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えない自動車」

を「エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上の自

動車のうち窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許

容限度の４分の１を超えないもの」に、「優良低燃費車のう

ち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の２分の

１を超えない自動車」を「エネルギー消費効率が基準エネル

ギー消費効率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上の自動車

のうち窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限

度の２分の１を超えないもの」に改め、同条第６項を削る。

附則第２４条第２項中「電気を動力源とする自動車で地方税

法施行規則で定めるものの取得、専ら可燃性天然ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものの取得

又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若

しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で同省

令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、同

省令で定めるもの」を「前条第１項に規定する電気自動車等

」に改め、同条第４項を次のように改める。

４ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量が３

．５トンを超える自動車（軽油を内燃機関の燃料とするもの

に限る。）のうち、同法第４１条の規定により平成１７年１０月

１日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排

出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技

術基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この項にお

いて「平成１７年重量車排出ガス保安基準」という。）に適

合し、かつ、前条第２項に規定するエネルギー消費効率が

同項に規定する基準エネルギー消費効率以上のもので同省

令で定めるもの（以下この項において「重量車基準適合車

」という。）の取得（前２項又は法附則第３２条第６項若し

くは第７項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く

。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平

成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に行われた

ときに限り、第５９条の４及び第１項の規定にかかわらず、

当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場

合に適用されるべき同条又は第１項に定める率から１００分

の１（窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年重量

車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の

値の１０分の９を超えない重量車基準適合車で同省令で定め

るものにあつては、１００分の２）を控除した率とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 愛媛県県税賦課徴収条例第２０条の３の改正規定及び同

条例附則第２２条の改正規定並びに附則第８項から第１３項

までの規定 平成１８年７月１日

� 愛媛県県税賦課徴収条例第７２条第１項及び第７８条第１

項第５号の改正規定並びに同条例附則第７条第１項の改

正規定 会社法（平成１７年法律第８６号）の施行の日

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」とい

う。）附則第５条の規定は、平成１８年度以後の年度分の個

人の県民税について適用し、平成１７年度分までの個人の県

民税については、なお従前の例による。

３ 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成１８年

４月１日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業

年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年

度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分

の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業

年度分の法人の県民税、施行日前に終了した連結事業年度

分の法人の県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法

人の県民税については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事

業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係

る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る

法人の事業税並びに施行日以後の解散（合併による解散を

除く。以下この項において同じ。）による清算所得に対す

る事業税（清算所得に対する事業税を課される法人の清算

中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配

により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項におい

て同じ。）について適用し、施行日前に開始した事業年度

に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係

る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対

する事業税については、なお従前の例による。

愛 媛 県 報平成１８年３月３１日 第１７４７号外１

２



５ 保険業法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第３８号

）附則第２条に規定する特定保険業についての新条例第１８

条第１項の規定の適用については、当分の間、当該特定保

険業は、同項第３号の規定にかかわらず、同項第１号に掲

げる事業とみなす。

（不動産取得税に関する経過措置）

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取

得税に関する部分（新条例附則第２１条第１項の改正規定を

除く。）は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき

不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に

対して課する不動産取得税については、なお従前の例によ

る。

７ 改正前の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「旧条例」とい

う。）附則第２０条の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行

日から平成２０年３月３１日までの間に行われたときに限り、

当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については

、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平

成１５年４月１日から平成１８年３月３１日まで」とあるのは「

平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日まで」と、「１００

分の３」とあるのは「１００分の３．５」とする。

（県たばこ税に関する経過措置）

８ 平成１８年７月１日（以下「指定日」という。）前に課し

た、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従

前の例による。

９ 指定日前に旧条例第２０条第１項の売渡し又は同条第２項

の売渡し若しくは消費等（地方税法等の一部を改正する法

律（平成１８年法律第７号。以下「改正法」という。）によ

る改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７４条の６

第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行

われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売

業者等（新条例第４条第１項第５号に規定する卸売販売業

者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法

律（平成１８年法律第１０号）附則第１５６条第１項の規定によ

り製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは

、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指

定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、県たば

こ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は

、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし

、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定

める税率により県たばこ税を課する。

� 製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。） １

，０００本につき１０５円

� 新条例附則第２２条第２項に規定する紙巻たばこ １，０

００本につき５０円

１０ 前項の規定により課される県たばこ税の納税地は、新条

例第４条第１項第５号の規定にかかわらず、卸売販売業者

等にあっては前項の規定により指定日に小売販売業者に売

り渡したものとみなされる製造たばこの貯蔵場所の所在地

とし、小売販売業者にあっては同項の規定により指定日に

小売販売業者に売り渡したものとみなされる製造たばこを

直接管理する営業所の所在地とする。

１１ 附則第９項に規定する者は、改正法附則第９条第３項に

規定する申告書を指定日から起算して１月以内に提出しな

ければならない。

１２ 附則第９項に規定する者が、前項の規定による申告書を

、改正法附則第１７条第３項に規定する市町村たばこ税に係

る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律（平成

１８年法律第１０号）附則第１５６条第２項に規定するたばこ税

に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町長又

は税務署長に提出したときは、当該申告書は、前項の規定

により提出されたものとみなす。

１３ 附則第１１項の規定による申告書を提出した者は、平成１９

年１月４日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に

相当する金額を納付しなければならない。

（自動車税に関する経過措置）

１４ 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成１８年度以

後の年度分の自動車税について適用し、平成１７年度分まで

の自動車税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

１５ 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以

後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について

適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取

得税については、なお従前の例による。

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に

関する条例の一部改正）

１６ 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に

関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則第２項中「平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日

」を「平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日」に改め、

「家屋及びその敷地である」を削る。

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に

関する条例の一部改正に伴う経過措置）

１７ 次項に定めるものを除き、改正後の愛媛県半島振興対策

実施地域における県税の特別措置に関する条例附則第２項

の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不

動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対

して課する不動産取得税については、なお従前の例による

。

１８ 改正前の愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特

別措置に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の家屋

の取得が施行日から平成１９年３月３１日までの間に行われた

ときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得

税については、なおその効力を有する。この場合において

、同項中「平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日まで」

とあるのは「平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の０．３５」とす

る。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措

置に関する条例の一部改正）

１９ 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措

置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次

のように改正する。

愛 媛 県 報平成１８年３月３１日 第１７４７号外１
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規 則

告 示

附則第２項中「平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日

」を「平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日」に改め、

「家屋及びその敷地である」を削る。

（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措

置に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２０ 次項に定めるものを除き、改正後の愛媛県原子力発電施

設等立地地域における県税の特別措置に関する条例附則第

２項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべ

き不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得

に対して課する不動産取得税については、なお従前の例に

よる。

２１ 改正前の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税

の特別措置に関する条例附則第２項の規定は、住宅以外の

家屋の取得が施行日から平成１９年３月３１日までの間に行わ

れたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産

取得税については、なおその効力を有する。この場合にお

いて、同項中「平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日ま

で」とあるのは「平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日

まで」と、「１００分の０．３」とあるのは「１００分の０．３５」

とする。

�愛媛県規則第２４号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１８年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

「 税率

３／１００

４／１００

「 税率

／１００

／１００

第１号様式２（表）中 を に改め

」 」

る。

第１０号様式１中「資本等の金額総額」を「資本金等の額総

額」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第５００号
愛媛県県税賦課徴収条例の規定による自動車税及び自動車

取得税の納税地の指定（昭和４３年６月愛媛県告示第６１１号）

の一部を次のように改正し、平成１８年４月１日から施行する

。

平成１８年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１号中「、第１２条又は第１３条」を削る。

平成１８年３月３１日 印刷
平成１８年３月３１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４
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